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久喜市保育所等入所選考基準の見直しについて 
（令和７年４月入所以降適用） 

 

 

  

１ 入所選考基準の見直しについて 

 

見直しをした項目は次の９項目です。 

（１） 就労区分について（見直し） 

（２） 就労時間の表記について（見直し） 

（３） 疾病の区分・指数について（見直し） 

（４）市内の保育施設等で看護師として勤務する場合の加点について（追加） 

（５）申込児童が障がい児又は医療的ケア児と認められる場合の加点について（追加） 

（６）保育年齢が２・３歳までの保育所を卒園後、引き続き他の保育施設を希望する場合

について（見直し） 

（７）申込時点で児童の世帯に保育料の滞納がある場合について（表記の変更） 

（８）管外受託の減点について（見直し） 

（９）給与支払額が０円の場合について（見直し） 

 

 

２ 入所選考基準見直しの 具体的な内容等について 

 

（１）就労区分について（見直し） 

現行 見直し後 

就労を「外勤 自営 農業」と「内職」に区分し、それ

ぞれで指数を決定 

「外勤 自営 農業」と「内職」の区分を廃止し、同一

区分で指数を決定 

 

（２）就労時間の表記について（見直し） 

現行 見直し後 

就労時間を日間単位で表記 就労時間を月間単位で表記 

 

  



 

2 

 

 

（３）疾病の区分・指数について（見直し） 

現行 見直し後 

疾病：６区分 

指数：１０点、９点、７点、 

６点、４点、３点 

入院（おおむね１か月以上の入院） 

疾病：４区分 

指数：１０点、８点、６点 

 

１か月（３０日）以上の入院（入院予定の場合も含

む） 

 

現行 見直し後 

保護者の状況 指数 保護者の状況 指数 
入院（おおむね１か月以上の入院） １０ １か月（３０日）以上の入院（入院予定の場

合も含む） 

１０ 

常時病臥・感染症・難病 １０ 保育が非常に困難な状況で、早急に育児

の援助が必要である 

１０ 

通院加療を行い、常に安静を要するな

ど、保育が常時困難な場合 

９ 育児が難しい場合が多く、継続的な育児

の援助が望まれる 

８ 

週３回以上の通院を常態 ７ 概ね育児は可能だが、一部育児の援助が

望まれる 

６ 

週１から２回の通院を常態 ６ 

月２回以上の通院を常態 ４ 

通院が常態ではないが、医師が「育児の

援助が望まれる」と判断した場合 

３ 

 

（４）市内の保育施設等で看護師として勤務する場合の加点について（追加）  

調整指数〔番号2〕 

現行 見直し後 

市内の保育施設等で保育士、幼稚園教諭、放課後

児童支援員として勤務する場合 

市内保育施設等で保育士等（保育士、幼稚園教

諭・保育教諭・看護師、准看護師の有資格者）とし

勤務、又は市内放課後児童クラブで放課後児童支

援員として勤務する場合 

※市内保育施設等とは、認可保育所・地域型保育

施設・認定こども園・幼稚園 
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（５）申込児童が障がい又は医療的ケア児と認められる場合の加点について（追加）  

調整指数〔番号12〕 

現行 見直し後 

無し １点 

申込児童が障がい児又は医療的ケア児、かつ集団

保育が可能な場合（診断書又は手帳の写し添付） 

 

 

（６）保育年齢が２・３歳までの保育所を卒園後、引き続き他の保育施設を希望する場合

について（見直し） 調整指数〔番号16〕 

現行 見直し後 

保育年齢が２・３歳までの保育所を卒園後、引き

続き他の保育施設を希望する場合 

→運用として分園も適用 

保育年齢が２・３歳までの保育所を卒園後、引き

続き他の保育施設を希望する場合 

→※「番号１６については、分園は対象外とする」

の文言を追加 

 

（７）申込時点で児童の世帯に保育料の滞納がある場合について（表記の変更） 

 調整指数〔番号20〕 

現行 見直し後 

児童の世帯に保育料の滞納があり、特別な理由な

く納付の督促等に応じない場合 

申込時点で児童の世帯に保育料の滞納がある場

合 

※分納誓約等で計画的に納付している場合は除

く 

 

 

（８）管外受託の減点について（見直し） 調整指数 

現行 見直し後 

－６点 

市外に住民登録があり（転入予定を除く）、勤務

地が市内の場合 

※調整指数･番号２に該当する場合は、本項目を

適用しない。 

指数削除 

※「市内在住の申請者（転入者も含む）を選考し

た後に、市外在住で勤務地が市内の申請者を選

考する。」の文言を追加 

※「調整指数番号２に該当する申請者は、市内在

住者と同様に選考する。」の文言を追加 
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（９）給与支払額が０円の場合（見直し） 調整指数 

現行 見直し後 

－４点 

給与支払額が０円の場合（育児休業期間中を除

く） 

指数削除 

 

 


